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木城町告示第１号 

 令和８年第１回木城町議会定例会を、次のとおり招集する。 

    令和８年２月27日 

                                木城町長 半渡 英俊 

１ 期 日  令和８年３月６日（金）午前９時 

２ 場 所  木城町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

矢野 哲也君          荒川  浩君 

久保富士子君          桑原 勝広君 

中武 良雄君          後藤 和実君 

甲斐 政治君          中竹 義一君 

眞鍋  博君 

────────────────────────────── 

○３月９日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○３月17日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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令和８年 第１回（定例）木 城 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和８年３月６日（金曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         令和８年３月６日  午前９時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

      １）議長の諸般の報告 

        ①議長の会務報告 

        ②例月現金出納検査結果の報告 

        ③定期監査結果の報告 

        ④議員派遣の報告 

      ２）町長の行政報告 

        ①町長の政務報告 

 日程第４ 町長の施政方針説明 

 日程第５ 議案第１号 専決処分の承認を求めるについて（令和７年度木城町一般会計補正予

算 第９号） 

 日程第６ 議案第２号 令和７年度木城町一般会計補正予算（第10号） 

 日程第７ 議案第３号 令和７年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

 日程第８ 議案第４号 令和７年度木城町介護保険特別会計補正予算（第５号） 

 日程第９ 議案第５号 令和７年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

 日程第10 議案第６号 令和７年度木城町簡易水道事業会計補正予算（第４号） 

 日程第11 議案第７号 令和７年度木城町下水道事業会計補正予算（第４号） 

 日程第12 議案第８号 木城町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について 

 日程第13 議案第９号 木城町議会委員会条例等の一部を改正する条例の制定について 

 日程第14 議案第10号 木城町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第15 議案第11号 木城町こども家庭センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 日程第16 議案第12号 木城町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 
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 日程第17 議案第13号 木城町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第18 議案第14号 令和８年度木城町一般会計予算 

 日程第19 議案第15号 令和８年度木城町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第20 議案第16号 令和８年度木城町介護保険特別会計予算 

 日程第21 議案第17号 令和８年度木城町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第22 議案第18号 令和８年度木城町簡易水道事業会計予算 

 日程第23 議案第19号 令和８年度木城町下水道事業会計予算 

 日程第24 議案第20号 副町長の選任について 

 日程第25 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第26 予算審査特別委員会の設置及び委員の選任 

 日程第27 委員会付託の省略 

 日程第28 議案に対する質疑 

 日程第29 各常任委員会・特別委員会議案審査付託 

 日程第30 散会 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

      １）議長の諸般の報告 

        ①議長の会務報告 

        ②例月現金出納検査結果の報告 

        ③定期監査結果の報告 

        ④議員派遣の報告 

      ２）町長の行政報告 

        ①町長の政務報告 

 日程第４ 町長の施政方針説明 

 日程第５ 議案第１号 専決処分の承認を求めるについて（令和７年度木城町一般会計補正予

算 第９号） 

 日程第６ 議案第２号 令和７年度木城町一般会計補正予算（第10号） 

 日程第７ 議案第３号 令和７年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

 日程第８ 議案第４号 令和７年度木城町介護保険特別会計補正予算（第５号） 
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 日程第９ 議案第５号 令和７年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

 日程第10 議案第６号 令和７年度木城町簡易水道事業会計補正予算（第４号） 

 日程第11 議案第７号 令和７年度木城町下水道事業会計補正予算（第４号） 

 日程第12 議案第８号 木城町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について 

 日程第13 議案第９号 木城町議会委員会条例等の一部を改正する条例の制定について 

 日程第14 議案第10号 木城町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第15 議案第11号 木城町こども家庭センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 日程第16 議案第12号 木城町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第17 議案第13号 木城町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第18 議案第14号 令和８年度木城町一般会計予算 

 日程第19 議案第15号 令和８年度木城町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第20 議案第16号 令和８年度木城町介護保険特別会計予算 

 日程第21 議案第17号 令和８年度木城町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第22 議案第18号 令和８年度木城町簡易水道事業会計予算 

 日程第23 議案第19号 令和８年度木城町下水道事業会計予算 

 日程第24 議案第20号 副町長の選任について 

 日程第25 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第26 予算審査特別委員会の設置及び委員の選任 

 日程第27 委員会付託の省略 

 日程第28 議案に対する質疑 

 日程第29 各常任委員会・特別委員会議案審査付託 

 日程第30 散会 

────────────────────────────── 

出席議員（９名） 

１番 矢野 哲也君       ２番 荒川  浩君 

３番 久保富士子君       ５番 桑原 勝広君 

６番 中武 良雄君       ７番 後藤 和実君 

９番 甲斐 政治君       10番 中竹 義一君 

11番 眞鍋  博君 

────────────────────────────── 
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欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 黒木 宏樹君   議事調査係長 燧瀨 孝一君 

書  記 日髙 真衣君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  半渡 英俊君   副町長  萩原 一也君 

教育長  恵利 修二君   総務財政課長  小野 浩司君 

会計管理者  長友 三保君   地域政策課長  壱岐 和寿君 

環境整備課長  長友  渉君   教育課長  谷岡  潔君 

税務課長  平野 大輔君   福祉保健課長  西田 誠司君 

町民課長  濱砂 光章君   産業振興課長  藤井  学君 

代表監査委員  桑原 正憲君                      

 

午前９時00分開会 

○事務局長（黒木 宏樹君）  皆様、おはようございます。 

 議会の開会に先立ち、ご案内いたします。携帯電話等をお持ちの方はマナーモードにされるか

電源をお切りくださるようお願いいたします。いま一度ご確認ください。 

 それでは、皆様ご起立ください。一同、礼。ご着席ください。 

○議長（眞鍋  博）  おはようございます。定刻になりました。 

 ただいまの出席議員は９名です。 

 ただいまから、令和８年第１回木城町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 令和８年第１回木城町議会定例会の会期日程予定表及び本日の議事日程については、３月２日

に開催いたしました議会運営委員会で協議の上、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（眞鍋  博）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、９番、甲斐政治議員、１０番、中竹義
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一議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（眞鍋  博）  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から３月１７日までの１２日間にいたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から３月１７日ま

での１２日間に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（眞鍋  博）  日程第３、諸報告を行います。 

 これより、議長の諸般の報告について、議長の会務報告、例月現金出納検査結果の報告、定期

監査結果の報告、議員派遣の報告を行います。 

 議長の会務報告、例月現金出納検査結果の報告、定期監査結果の報告、議員派遣の報告につい

ては、別紙がお手元に配付してありますので、これにより報告に代えます。これで議長の諸般の

報告を終わります。 

 次に、町長の行政報告を行います。町長の政務報告について、町長の報告を求めます。町長。 

○町長（半渡 英俊君）  政務報告の前に、お見舞いを申し上げたいと思います。 

 今年に入りまして雨が少なく乾燥している中で、長野県上田市、茨城県常陸太田市、山梨県上

野原市、栃木県鹿沼市などで相次いで大規模な林野火災が発生をいたしました。林野火災により

被災されました皆様にお見舞いを申し上げますとともに、１日も早い復旧と平穏な生活の回復を

心よりお祈り申し上げます。 

 木城町内におきましては、令和７年中に４件の火災が発生しましたが、今年１月以降５件とい

うその他火災が発生をしております。幸いに、人的被害等なく一安心したところであります。 

 さて、本日令和８年第１回木城町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には諸事

ご多用の中にご出席をいただき、ご審議賜りますことに厚くお礼を申し上げます。日頃から議員

の皆様には、町政運営並びに小さくてもキラリと光るまちづくりにご理解、ご協力、ご指導をい

ただいておりますことに、心から感謝を申し上げます。 

 本定例会におきましては、専決予算１件、補正予算６件、条例６件、当初予算６件、人事案

１件、諮問１件、合わせまして２１件の付議事件のご審議をお願い申し上げます。 

 付議事件の内容につきましては、提案理由のところでご説明させていただきたいと存じます。
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ご審議くださいまして、議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 まず、政務報告の前に８点報告をさせていただきます。 

 １点目でありますが、令和７年は、明治２３年第１回衆議院議員総選挙が執行され、国民が初

めて国政に参加するようになってから１３５年、大正１４年満２５歳以上の男子による普通選挙

が確立されてから１００年、そして昭和２０年女性が選挙権を得るようになってから８０年とい

う我が国の選挙史に残る記念すべき節目の年でありました。 

 そこで、国民参政１３５周年、普通選挙１００周年、婦人参政８０周年記念表彰として、本町

から西澤久子さんと黒木和代さんが、総理大臣感謝状を受賞されました。 

 西澤さんは２０年、黒木さんは１７年という長きにわたって選挙の管理執行及び明るい選挙の

推進に尽力されてきており、その功績に対して感謝状が贈られたものです。 

 ２点目は、公益社団法人全国公民館連合会が主催いたしました第６回全国公民館インターネッ

ト活用コンクールで、木城町自治公民館連絡協議会が特別賞の栄に輝きました。インターネット

は情報収集だけではなく、自分で発信したり、コミュニケーションを取るツールとして生活に根

づきつつあります。 

 そこで、公民館における総合的なインターネット活用を通じて、運営に役立つ活動されている

公民館が表彰されたものであります。金賞、銀賞、特別賞、奨励賞があり、町村で特別賞を受賞

したのは木城町だけでありました。 

 ３点目は、旧高鍋藩の地域で受け継がれてきました高鍋神楽が２０２６年１月２３日に国の重

要無形民俗文化財に指定されるよう、文化審議会から文部科学大臣に答申をされました。 

 このことを受けまして、今月でありますけれども２４日に重要無形民俗文化財指定証書が交付

されることになっております。ご案内のとおりは平安時代から屋外に特色あるヤマを整えて、六

社連合大神事や里神楽などで舞われている神楽で、南九州の神楽の変遷を考える上で重要である

と考えられています。 

 ４点目は、一般財団法人地域総合整備財団、いわゆるふるさと財団でありますが、そのふるさ

と財団で取り組んでおります「中之又地区再生事業」についてであります。２月５日付で令和

８年度地域再生マネージャー事業補助金７００万円の交付決定通知がありました。 

 補助事業で取り組んでおります中之又地区の地域再生事業３年間の最終年度となります。採択

に当たりアドバイザー会議での審査員コメントとして「中之又振興共生合同会社」が設立され、

地区で稼ぐ拠点が構築されました。 

 今後は、担い手の確保が大きな課題であり、担い手の確保には仕事を作ることが重要となりま

す。最終年度となる令和８年度に「人材の確保や収益事業の確立に向けて道筋がつけられること

を期待します。」との意見コメントをいただいたところであります。 
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 補助事業での地域再生事業の最終年度となりますが、今後の取組や継続しての活動が大事であ

ると思っておりますので、先ほどの意見をもとに中之又地区再生事業を進めていくとともに、令

和９年度以降の再生事業についても道筋をつけていきたいと考えております。 

 ５点目は、宮崎県広報コンクール広報誌町村部門で木城町の広報コスモス３月号が入選の栄に

輝きました。審査員コメントでは、読みやすい、親しみやすいレイアウトで、中之又神楽の特集

では伝統・歴史・風土を、現代へ継承する興味深い特集内容であったとの講評をいただいたとこ

ろであります。職員の思いがいっぱい詰まった木城町の魅力発信と、小さくてもキラリと光る取

組活動のアピールに感謝と敬意を表したいと思います。 

 ６点目は、木城学園の明るい話題、誇りとなる話題であります。 

 初めにＰＴＡ新聞でありますが、第４６回宮崎県小・中学校ＰＴＡ新聞コンクール中学校の部

で最優秀賞、第２６回宮日ＰＴＡ新聞コンクールで優秀賞を受賞しました。ＰＴＡ活動や広報活

動の熱心な取組が評価につながったものと考えております。 

 次に、文部科学省が先行的に実施をいたします「調整授業時数制度」いわゆる教育課程柔軟化

サキドリ研究校に、木城学園が指定されることになりました。全国で中学課程は１１７校、うち

宮崎県は２校で、そのうちの１校が木城学園であります。時間の再配分によってこれまで以上に

学びの質が高まることが期待をされているところであります。 

 次にスポーツ面では、ソフトテニス部が１２月２６日から２７日に熊本市で行われました第

４０回九州ジュニア選抜大会団体の部とペアの部に出場しております。またジュニアの部では

３月２９日から３０日に千葉県で行われます第２５回全国小学生ソフトテニス大会に出場予定と

なっております。学園生の頑張りにエールを送るとともに、選手の力や技能など引き出していた

だいている指導者に敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

 ７点目は、故長友和吉様が預託されました文化財問題の件であります。 

 このことにつきましては、定例会ごとに政務報告の中で報告をさせていただいておりまして、

１２月議会定例会以降の経過等でありますが、１２月議会定例会で報告したことと同じでありま

す。教育委員会が主体となりたかなべ法律事務所の高橋康郎弁護士が木城町の交渉代理人となっ

ていただいております。 

 当初、１２名の相続人でありましたが、このうち１名の方がお亡くなりになり、その方の相続

に２名を加えますと故長友和吉様の相続人としては１３名となっております。 

 これまで１３名の相続人に対して謝罪と賠償金をお示しした上で、個別に和解解決を図ってき

ておりまして、現在９名の方々に謝罪をして賠償金を支払い和解契約を締結しております。残り

の４名の相続人につきましては、和解の同意が取れておりません。今後も引き続き謝罪と賠償金

をお示しした上で、和解交渉を継続して解決を図ってまいります。 
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 ８点目は、令和６年６月１８日付で原告久保富士子氏より、議会設置者である町長、被告木城

町長半渡英俊に対して損害賠償請求事件の訴状が宮崎地方裁判所に提出をされました。 

 内容は、町議会及び町議会議長がその権限を逸脱して違法な懲罰処分等をなしたことに対する

精神的苦痛と、これに対する慰謝料総額１７６万円を請求するというものであります。 

 町といたしましては、訴訟代理人弁護士に近藤日出夫弁護士、近藤央国弁護士、松岡孝浩弁護

士に依頼し、粛々と対応をしております。１２月以降の経過等でありますが、第１０回口頭弁論

が１月１４日に双方の準備手続に対する準備書面・意見に対しての陳述、第１１回口頭弁論が

２月１３日に本人尋問・証人尋問等の確認等がそれぞれウェブ方式で行われたところであります。

次回は、第１２回口頭弁論が４月１５日に久保富士子氏に対する本人尋問、甲斐政治氏、眞鍋博

氏に対する証人尋問が宮崎地方裁判所において行われる予定になっております。 

 それでは、昨年の１２月議会定例会以降の政務について、主な事項のみお手元の政務報告によ

り報告をさせていただきます。 

 １ページをご覧ください。 

 初めに、１２月１３日でございます。 

 中之又鎮守神社例大祭が開催され、中之又神楽が夜を徹して奉納されました。あいにくの小雨

模様でありましたが、かつての山村留学生や現役の木城学園生が品のある舞いを奉納されました。

国指定の神楽になったことで中之又地区住民に誇りと自治意識が芽生えつつあり、地域再生にか

ける意気込みが伝わってきたところであります。 

 次に、１９日でありますが、高鍋信用金庫創立１００周年記念事業の一環として始められまし

た、フードバンク活動による食料品が木城町社会福祉協議会に寄贈されました。日頃からの地域

貢献活動や社会貢献活動、さらには広く地域活性化に取り組まれていることに敬意と感謝の意を

お伝えいたしました。頂きました食料品は経済的な不安を抱える世帯に食材を届ける社会福祉協

議会の事業であります「ガルドラ事業」に活用をしております。 

 また、１２月２５日から開設をいたしました地域食堂「だれでも食堂」においても利活用させ

ていただいたところであります。 

 次に、２３日には午後７時から役場駐車場において、消防団による年末年始特別警戒出発式を

行いました。吉良団長のもと、昼夜分かたずの消防団活動に加え、１月９日まで夜警を行ってい

ただきました。枕を高くして年末年始を迎えることができ、まさに町民の安心安全を担っていた

だいていることに多謝感謝であります。 

 次に２４日でございます。 

 木城町デジタル宣言に基づいて、九州では初めてとなる木城町、ＮＴＴ西日本宮崎支店、ＮＴ

Ｔテレコン九州支店の３者による水道スマートメーター検針システム実証実験の報告会がありま
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した。検針から使用料通知、料金請求までの上水道関連業務をトータルでＤＸ化することで、人

員不足の解消と業務効率の向上を図り、運用コスト削減につながるとの報告がありました。さら

には、高齢者の見守りやフレイル予防につながるサービス展開の可能性もあることから、導入に

向けて前向きに検討をしてまいりたいと考えております。 

 今後、あらゆる分野においてＤＸの推進を図りながら、新しい技術を導入し住民サービス、教

育分野の充実、行政運営の効率化を図ってまいります。 

 次に、１月１日でございます。 

 ひのえうま年の１月１日、日本一早いそして日本一誇らしい凛とした「二十歳のつどい」で木

城町が始動をいたしました。新成人者の考案によりサブタイトルは「新しい自分への挑戦」とい

うことで、大地を蹴って走り出す馬のように情熱や行動力で勢いのある一年になってほしいもの

であります。生まれ育った木城町で支えていただいた多くの人たちに感謝し、新成人の今後の歩

みが情熱をもって走り抜ける年となるよう、みんなで応援できるような凛とした誇らしい式典だ

ったと思っております。 

 次に、５日でございます。 

 眞鍋博議会議長、久保一美農業委員会会長にご臨席を賜り、令和８年木城町仕事始め式を執り

行いました。職員には、これまでの努力が実を結び発展する年、前進するための勝負の年であり、

新しい挑戦に光が差し、前へ進む力が感じられる年になると言われているひのえうま年にちなみ、

インクルーシブタウン、ファンシューマーズタウン、地域再生、デジタル化、グリーン化など

様々な取組に挑戦実行し、適疎なまちづくりと小さくてもキラリと光るまちづくりの種をまいて

いく覚悟を申し上げたところであります。 

 ６日及び７日には、河野知事、日隈副知事、佐藤副知事、各部長、吉村教育長、外山議長、国

交省宮崎河川国道事務所をはじめ、関係機関等を表敬訪問し、年始挨拶を行いました。 

 県と関係機関との連携による地域再生や有機農業の推進、教育及びまちづくりへの支援・助言

をお願いしたところであります。 

 小さい町からの「小さくてもキラリと光るチャレンジ」を行っていく覚悟の思いを強くいたし

たところであります。 

 ２ページをお開きください。 

 次に、７日でございます。 

 県内のトップを切って児湯地域家畜市場の初子牛セリ市が江藤拓代議士、河野知事、栗原ＪＡ

みやざき代表理事組合長をお迎えして開催されました。６０８頭の上場があり去勢の平均売却価

格は８４万１,４５０円、雌は７２万３,５６６円でありました。平均価格は、前回の１２月期セ

リ市と比較しますと平均価格は７８万３,８９２円で、２万３,３２１円の減でありました。 
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 木城町の成績でありますが、６３頭の上場に対しまして、去勢の平均売却価格は８３万

７,２６３円、雌は６８万７,１３３円でありました。平均価格は前回の１２月期セリ市と比較し

ますと平均価格で７９万２,０２２円で、４万５４７円の減でありました。 

 次に、１０日でございます。 

 日頃から町民の安心安全をお守りいただいている消防団の年始恒例の木城町消防始式を河川敷

で行いました。点検においては、各部ともよく訓練されており大変心強く感じました。なお当日

は、江藤代議士が見えられ、団員に感謝とねぎらい並びに激励の言葉をいただいたところであり

ます。 

 次に、１１日でございますが、日本ティラノサウルス競技連盟公式レースであります第３回テ

ィラノサウルスレースin木城が湯ららで開催されました。遠くは北海道斜里町の知床から、また

千葉県、京都府からなど７８名の参加があり、トリッキーな動きに歓声がこだまするユニークな

大会となりました。なお公認レースは宮崎県では、湯らら大会のみとなっております。町内から

の参加者やギャラリーが増えてほしいと感じたところであります。 

 次に、１２日でございますが、第１６回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会が、ひなた県総合運動

公園内周回コースの１２区間、３３.４６キロメートルで行われました。木城町は１７町村の部

で１３位という成績でありました。今回も町民に力と誇りをいただき世代間をつなぐリレーで、

小さい町からのキラリと光る走りっぷりだったと思っております。 

 次に、１６日から１８日まで師走祭りが催行されました。私は千三百有余年の時を超えて歴史

と伝統を絶やすことなく守り紡いでこられました、偉大な先人の情熱と苦労に思いをはせながら、

比木神社での出立から神門神社本陣到着までの上りましに参加いたしました。 

 なお、夕刻からは駐福岡大韓民国総領事館のジャン・チャンウオン副総領事、田中秀俊美郷町

長、那須富重議長様と歓迎交流会に参加をいたしました。 

 次に、１８日ですが、５４回目を迎えました木城町新春ジョギング大会が開催されました。

年々参加者が増えており、今年も昨年より７０名多い４８９名のエントリーがありました。遠く

は福岡県若宮市から、長寿者は５キロの部に出場されました７３歳の女性のアスリートでありま

した。 

 新春を飾るイベントとしての１月１日の成人式も木城町新春ジョギング大会も、かつての青年

団、現在８０歳前の世代が始めたものであります。先人の思いが詰まった木城らしい独特のユ

ニークなイベントに誇りを持って、今後も引き続き開催をしてまいります。 

 次に、２８日から３０日まで上京いたしました。宮崎県町村会の役員による地元選出国会議員

並びに国土交通省及び総務省への年始表敬訪問と要望活動に対するお礼等を行ったところであり

ます。併せまして、私は２９日には、ふるさと財団の援助の下で中之又地区の再生事業に取り組
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んでおります地域再生マネージャー事業報告会が開催されましたので、担当課の地域再生推進室

の松本室長と黒木係長の３人で出席をいたしました。 

 ２９日の午後には、「全国小さくても輝く自治体フォーラムの会」の副会長会が開催をされ、

次期の会長についての協議を行ったところであります。現在の案では、会長に群馬県上野村の黒

澤村長、副会長に不肖私が就任することで、５月に福島県矢祭町で開催されます総会で承認を受

けることになりました。 

 ３ページをお開きください。 

 ２月３日でございます。株式会社神田木材代表取締役神田智信様と株式会社スマイラックス代

表取締役押川智様と災害時における物資供給に関する協定書調印式を行いました。災害時に神田

木材様からは、まきやスウェーデントーチなどの木材燃料の提供、スマイラックス様からはポー

タブルトイレや電動ベッド、車椅子などの福祉用具を提供していただきます。被災者の避難生活

環境の改善や安心につながるものと思っております。 

 次に、４日ですが、オーガニックビレッジ全国首長の会の設立に向けての発起人会議をオンラ

インで行いました。有機農業に取り組みオーガニックビレッジを宣言しております１５４の市町

村の自治体の首長が、有機農業推進の課題や方向性について情報共有や意見交換、政策提案及び

要望活動などを行う組織を設立し、自治体間の連携体制と地域社会の活性化を目指すもので、そ

の発起人会議を開いたところであります。 

 ６月に京都市で開催予定の「第３回オーガニックライフスタイルＥＸＰＯ Ｗｅｓｔ ｉｎ 

京都２０２６」の席上で設立総会を開催する運びとなっております。 

 次に、５日ですが、宮崎中部農業水利事業所の閉所式がありました。国営施設応急対策事業の

実施地区であります大淀川左岸地区と木城町、川南町の川南原地区の事業完了に伴う閉所式であ

ります。 

 川南原地区は木城町・川南町に広がる水田６５９ヘクタールが受益面積で、幹線用水路の老朽

化に伴い、農業用水の安定供給に支障が出てきておりました。そこで、令和元年度から令和７年

度までの７年間で、総工事費２８億円をかけて施設機能の保全と耐震化の整備を行ったものであ

ります。 

 次に、７日でありますが、新田原基地Ｆ３５Ｂ配備式典が行われました。最新鋭ステルス戦闘

機を配備することで南西諸島方面などの島嶼防衛が強化されることになりました。今年度８月

７日に５機、２月１２日に３機配備されております。将来的には４２機が配備され来年度以降、

正式な飛行隊として第２０２飛行隊を新編する方針となっております。 

 次に、１８日から１９日まで上京し、全国山村振興連盟の理事会に出席をいたしました。会長

人事につきましては、金子会長が総務大臣に就任されておりますので、それまで会長代行を務め
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ていただいておりました谷公一衆議院議員に就任していただくことで承認をいただいたところで

あります。顧問には元会長の中谷元衆議院議員に就任していただくことになりました。併せまし

て農林水産省農村振興局の能見地域振興課長、林野庁森林整備部の松山整備課長補佐、総務省地

域力創造グループ地域振興室の近藤室長、国土交通省国土政策局の石井地域振興課長から、それ

ぞれ山村振興関係予算の概要等の説明と山村振興対策事業への取組について考え等が示されたと

ころであります。 

 今後、木城町では農林水産省の山村活性化支援交付金による官民連携しての地域資源を活用し

た特産品づくり、販売等による所得・雇用の増大を図る取組を考えております。 

 なお、江藤拓議員を表敬訪問し、木城町の農林業活性化へのチャレンジを理解していただきま

した。事務所では渡邊農林水産事務次官、宮浦大臣官房長、望月大臣官房文書課長、三野輸出促

進審議官とも意見交換をさせていただき、山村地域における農林業振興についての支援をお願い

したところであります。 

 次に、２０日であります。 

 宮崎県市町村総合事務組合議会定例会、宮崎県国土調査推進協議会定期総会、宮崎県町村会定

期総会が行われ、令和８年度の事業計画及び一般会計予算等を可決いたしました。なお、宮崎県

国土調査推進協議会につきましては、３月３１日をもって解散することとなり、４月以降は宮崎

県が運営をしていくことになりました。 

 次に、２１日でございます。 

 国スポの機運醸成と大会の成功に向けてスポーツで繋がろう「新富＆木城国スポ祭り」を新富

町体育館で行いました。木城町からはスポーツクライミングとエアロビック、新富町からはユニ

カールとサッカーの体験をしていただいたところであります。木城町からの一般の参加者が見受

けられなかったことは大変残念でありました。国スポ開催まで５６９日、障スポ開催まで

５９６日となっておりますので、事務局には今後さらなる機運醸成と町民参加の手だてに尽力を

お願いしたいと思います。 

 次に、２２日です。 

 城山公園で有機農産物やこだわり加工食品のマルシェ及び音楽やダンスなど盛りだくさんのイ

ベント、「ファンシューマーズ・マルシェ２０２６春」を城山公園で開催いたしました。イベン

トを重ねるごとに参加者や出店者が増えており、着実に有機農業に対するファンや興味を示す方

が増えてきていることを実感いたしております。 

 そして生産者、消費者、関係団体、行政が有機農業に対する思いと理解、情報共有ができた意

義あるフェスタだったと思っております。今回も担当者の企画・演出・運営にすばらしいものが

あり、職員力の高さに感服をいたしました。 
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 ４ページをお開きください。 

 次に、２７日です。新田原基地荻原副司令、宮崎地方協力本部重森副本部長をお迎えして、

４月から陸上自衛隊に入隊される１名の自衛隊入隊者激励会を行いました。国家を守る公務員、

国防という崇高な任務を担う自衛官として活躍されるよう、激励とお祝いを申し上げました。 

 次に、３月２日でございます。 

 地域おこし協力隊員として福岡県福岡市出身の佐田喬様に委嘱状交付を行いました。委嘱期間

は３年間で、移住定住コンシェルジュという総合的なお世話係として、地域政策課のほうで仕事

をしていただきます。 

 次に、３日です。 

 令和４年度から木城学園後期課程の生徒を対象にした木城町海外派遣事業を実施しております。

そして令和６年８月２日には台北市立建成國民中學と姉妹校締結を行い、交流と体験学習を通じ

て両校の教育力の向上と、日本と台湾の歴史、文化の相互理解を深めてきております。 

 建成國民中學から２９名の生徒と４名の引率者が木城学園を訪れ交流を深めたところでありま

す。子供たちの視野を広げる貴重な体験となることを期待するとともに、将来的に国際交流、国

際協力に貢献できるような考え方を持っていただきたいと思っております。 

 以上で、政務報告を終わらせていただきます。 

○議長（眞鍋  博）  町長の行政報告が終わりました。 

 これで諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．町長の施政方針説明 

○議長（眞鍋  博）  日程第４、町長の施政方針説明を行います。 

 これより、町長の施政方針説明を求めます。町長。 

○町長（半渡 英俊君）  それでは、令和８年度施政方針を申し上げます。 

 令和８年第１回木城町議会定例会にあたり、令和８年度の町政運営に関する施政方針を申し上

げ、議員各位をはじめ町民の皆様のご理解を賜りたいと存じます。 

 さて、私は平成２７年４月の町長就任以来、諸先輩方が築かれてきましたまちづくりを引継ぎ、

町民や議員の皆様の声に耳を傾け、「小さくてもキラリと光るまちづくり」にチャレンジしてま

いりました。町議会の皆様をはじめ、町民の皆様に多大なるご理解とご協力を賜り心からお礼を

申し上げます。 

 おかげをもちまして地域再生、安心・安全なまちづくり、子育て支援、地域担当職員制度、文

化財問題、地域包括ケアシステムの構築、乗り合いタクシーの運行、義務教育学校校舎建設事業、

有機農業の推進、新型コロナウイルス感染症対策など多くの課題に対して挑戦し、様々な分野で
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次につながる成果が生まれてきております。 

 町長就任３期目の４年目を迎えます。これまでの一つ一つの取組、その積み重ねや継続を具体

的な成果として結実させ、人が元気、地域が元気、住んでよかったと実感できる町を目指し、初

心を忘れず日々新、全力投球で木城町のまちづくりに取り組んでまいります。 

 そして第六次木城町総合計画基本構想で示されました木城町の目指すべき将来像「Ｉｎｃｌｕ

ｓｉｖｅ Ｔｏｗｎ Ｋｉｊｏ」、「それぞれの幸せの価値観を認め合い、活かし合うことで心

豊かな暮らしと未来への希望あふれる町」の実現と、私の選挙公約、町民はじめ議員の皆様から

寄せられましたご意見をもとに、本町の財政事情に配慮しながら自らの地域は自らが決めるとい

う決意を持って、施策や事業を熟慮断行、一つ一つ着実に取り組んでまいります。 

 次に、施政方針を申し上げます。 

 経済の先行きにつきましては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支え

ることが期待されております。ただし、今後の物価動向や米国の通商政策を巡る動向などの景気

を下押しするリスクに留意する必要があり、また金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意す

る必要があります。 

 国の令和８年度当初予算におきましては、令和７年度補正予算での対応に続き、切れ目なく強

い経済を実現する予算として、複数年度にわたる取組を進めつつ、歳出構造の平時化に向けた取

組を推進しており、経済・物価動向等の反映、重要施策の充実など強い経済への実現と財政への

持続可能性を両立させる予算案が閣議決定されています。 

 地方におきましては、地方創生２.０やＤＸ・ＧＸの推進、防災・減災対策の取組の強化、老

朽インフラの適切な管理、地域医療提供体制の確保、物価高を踏まえた公共事業や施設管理、

サービス等における価格転嫁の推進など活力ある持続可能な地域社会の実現等に取り組むことが

できるよう、重要課題への対応に向け安定的な行財政基盤の確保が求められています。 

 令和８年度予算では、このような行政課題や地域課題、そして地域の活性化に資する施策等を

引き続き実施してまいります。具体的には、次の４つの施策を重点施策として推進することで地

域再生と「小さくてもキラリと光るまちづくり」に取り組んでまいります。 

 １つ目は、安心して暮らせる町であります。気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や、

切迫する南海トラフ地震などの大規模地震から住民の生命・財産・暮らしを守り、社会の重要な

機能を維持するため、防災・減災・老朽化対策の取組を推進してまいります。 

 具体的には、インクルーシブ防災事業による避難行動要支援者の個別避難計画及び災害時ケア

プランの作成を引き続き進めるとともに、水槽付消防ポンプ自動車の更新による消防防災力の充

実強化、小規模河川の洪水浸水想定区域図等を反映した防災マップの作成。地域防災マネージ

ャーの活用促進による専門人材の確保を進め、避難所環境の改善に向けた資機材等の備蓄を進め
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てまいります。 

 また、ライフラインの強靱化のため橋梁の定期点検及び補修工事、水道基幹管路基本計画に基

づくインフラ老朽化・耐震化対策など、ハード・ソフト面一体となった危機管理体制等の強化に

取り組みます。 

 ２つ目は、新たな元気を創出する町であります。 

 急速な少子高齢化の進展、人口減少、産業構造の変化など社会経済情勢が大きく変化していく

中、地域の活力の向上及び持続的発展のため、地域における創意工夫を活かしつつ潤いのある豊

かな生活環境を創造し、地域住民の誇りと愛着を持つことができる住みよい地域社会の実現を推

進してまいります。 

 令和５年度より中之又地区において一般財団法人地域総合整備財団の地域再生マネージャー事

業を活用した取組を進めており、令和８年度は外部専門家による支援を継続しつつ、地域で稼ぐ

体制づくりや関係人口の拡大に向けた取組を進めてまいります。また、中之又地区の交流拠点や

特産品開発施設として、県補助金を活用し中之又笑楽校の改修工事を行います。中之又地区で活

躍する人材の育成を行い、中之又地区の魅力を高め、中之又地区の関係人口を増やす環境整備を

進めてまいります。 

 次に、町のイメージ戦略として観光振興・交流事業のブランド化、イメージの明確化や効果的

なプロモーションの実施、各観光・文化施設の連携や利活用方針を構築するため国庫補助金を活

用した遊びと学びを包摂した魅力探求プロジェクト事業に取り組みます。ブランドイメージの向

上、交流人口の増加等による魅力的なまちづくりを進めてまいります。 

 農業におきましては、高齢化に伴う農業従事者の減少が見込まれる中、新たな担い手を確保・

育成するため、新規就農者に対する就農初期の負担軽減につながる支援を引き続き進めるととも

に、生産基盤の強化等を推進するため、スマート技術を活用した農業機械等の購入費の一部を助

成する「農作業軽減サポート事業」、有害鳥獣対策など生産性の向上、持続可能な農業の実現に

向けた取組を引き続き進めてまいります。 

 また、農業の持続的な発展及び環境と調和の取れた農業生産の確保並びに環境の負荷低減を図

るため、有機農業の推進に積極的に取り組み、オーガニックタウンとしての地域ブランドの向上

を目指してまいります。 

 ３つ目は、未来を託す子供たちが輝く町であります。 

 子供を産み育てたいという希望が叶う社会、子供たちが健やかに育まれる社会の実現を目指し、

子ども・子育て政策については、国の取組と基調を合わせ、社会全体で子ども・子育て世帯を支

える取組を推進してまいります。 

 具体的には、本町独自の少子化対策として０歳から１８歳までの医療費の無償化、学校給食の
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無償化、そして令和７年度より保育料の完全無償化による経済的支援を実施しています。 

 また、病児病後児保育の実施、多世代交流・子育て支援施設、「子ども交流センター」の令和

８年４月開設など、子供を産み育てやすい環境整備を一層進めてまいります。 

 国際社会や地域社会で活躍する青少年の育成を目指して、義務教育学校海外派遣事業、木城っ

子冒険プロジェクト事業を実施しております。相互理解と友好を深め、自地域では体験できない

自然・文化・産業の体験や学習の機会を得ることで、人間性・社会性の育成等につながり、自地

域の魅力の再発見・再認識など地域力向上などの効果が期待されているところであります。 

 ４つ目は、生きがいと健康寿命を高める町であります。 

 国においては、高齢者が介護が必要になっても住み慣れた地域や住まいで尊厳ある自立した生

活を送ることができるよう、質の高い保健医療、福祉サービスの確保、将来にわたって安定した

介護保険制度の確立など、高齢者が尊厳を保ちながら暮らし続けることができる社会の実現を目

指しております。 

 本町におきましては、地域医療体制の安定確保のため診療所等の開業促進及び継承支援事業を

引き続き実施するとともに、介護サービスの提供体制確保のため、人口減少による介護従事者不

足が見込まれる中、処遇の改善や業務負担軽減、職場環境改善が図られるよう介護職員等の人材

確保、育成推進事業を推進してまいります。 

 次に、高齢者の日常生活・地域社会への参加は、生きがいを感じる活動を促進する原動力の一

つとなります。令和８年度においては聴力機能の低下によりコミュニケーションが取りにくい高

齢者に対し補聴器の購入費の一部を助成いたします。また高齢者等の外出支援としてシニアカー

の購入費の一部助成をいたします。高齢者の社会参加を促し、住み慣れた地域で安心して暮らせ

るよう日常生活の支援を行います。 

 ただいま申し上げました購入費助成等につきましては、今議会に当初予算で掲示をしておりま

すので、何とぞ可決の方向で審議をお願いしたいと思います。 

 また、健康寿命を延伸し、生涯活躍社会を実現するため、がん検診等の受診率の向上や予防、

重症化予防、健康づくりに関する取組を進めてまいります。令和８年度は介護予防教室等の効果

測定ツールを導入いたします。測定結果の見える化、適切なサービスの誘導など運動機能の維持

改善により、元気な高齢者の増加と要介護認定率の低下に向けた介護予防の取組を進めてまいり

ます。 

 これら第六次木城町総合計画第３期木城町まち・ひと・しごと創生総合戦略等に基づいた重要

な政策課題への対応に必要な予算編成を行い、併せて将来を通し健全な財政運営を行うため自主

財源であります町税の確保、国県支出金、基金繰入れやふるさと納税の推進など、適切な財源確

保と、歳出全般にわたる精査など、財政健全化の取組を進めたところであります。 
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 以上、述べました施政方針をもとに編成いたしました新年度予算は一般会計５１億２,６００万

円、特別会計２１億６,１１６万円であります。これらの予算の執行に当たりましては、より一

層の住民福祉の向上とさらなる木城町の発展に向け、町民の皆様から寄せられました信頼と期待

に応えるべく誠心誠意努力してまいる所存であります。 

 町民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げ、令和８年度の施政方針

といたします。 

 令和８年３月６日、木城町長半渡英俊。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（眞鍋  博）  これで町長の施政方針説明を終わります。 

 ここで１０分間休憩をいたします。 

午前９時47分休憩 

 

午前９時56分再開 

○議長（眞鍋  博）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１号 

日程第６．議案第２号 

日程第７．議案第３号 

日程第８．議案第４号 

日程第９．議案第５号 

日程第１０．議案第６号 

日程第１１．議案第７号 

日程第１２．議案第８号 

日程第１３．議案第９号 

日程第１４．議案第１０号 

日程第１５．議案第１１号 

日程第１６．議案第１２号 

日程第１７．議案第１３号 

日程第１８．議案第１４号 

日程第１９．議案第１５号 

日程第２０．議案第１６号 

日程第２１．議案第１７号 
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日程第２２．議案第１８号 

日程第２３．議案第１９号 

日程第２４．議案第２０号 

日程第２５．諮問第１号 

○議長（眞鍋  博）  次に、議案上程を行います。 

 提出されました、日程第５、議案第１号から日程第２５、諮問第１号に至る議案については、

朗読は省略し、町長から一括して提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（半渡 英俊君）  提案理由を申し上げます。 

 ただいま上程をいただきました、議案第１号から議案第２０号に至る２０議案及び諮問第１号

につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。 

 初めに、議案第１号。議案第１号は、専決処分の承認を求めるについてであります。 

 専決処分の承認を求めるのは、令和７年度木城町一般会計補正予算（第９号）であります。議

会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

令和８年１月２３日に専決処分をしましたので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認

を求めるものであります。 

 補正予算（第９号）は、令和８年２月８日執行の第５１回衆議院議員総選挙及び第２７回最高

裁判所裁判官国民審査を実施するため、予算の総額に歳入歳出それぞれ５５７万４,０００円を

追加し、予算の総額をそれぞれ６７億１,５４５万３,０００円にするものであります。 

 歳入は、県支出金増額５５７万４,０００円であります。 

 歳出は、総務費増額５５７万４,０００円であります。 

 次に、議案第２号。議案第２号は、令和７年度木城町一般会計補正予算（第１０号）でありま

す。 

 補正予算（第１０号）は、国の社会保障・税番号制度システム整備費補助事業として戸籍附票

システム旧氏改修業務委託の実施及び東児湯消防組合負担金の増額並びにインフルエンザ流行に

伴う子ども医療助成費の増額、また、令和７年度予算の執行状況における予算の調整等を実施す

るため、予算の総額から歳入歳出それぞれ１億９,４９６万円を減額し、予算の総額をそれぞれ

６５億２,０４９万３,０００円にするものであります。 

 歳入の主なものは、国庫支出金減額１億２,５７７万３,０００円、町債減額９,０７０万円、

県支出金減額７,６７０万９,０００円、繰入金減額２,２６０万円、地方交付税増額１億

３７２万６,０００円等であります。 

 歳出の主なものは、民生費減額７,７９８万６,０００円、予備費減額７,３０８万６,０００円、

農林水産業費減額４,９１３万６,０００円、土木費減額６,１５２万５,０００円、総務費増額
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９,７９３万４,０００円等であります。 

 次に、議案第３号。議案第３号は、令和７年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

５号）であります。 

 補正予算（第５号）は、予算の総額に歳入歳出それぞれ２,５６０万円を追加し、予算の総額

をそれぞれ７億４,８２４万１,０００円にするものであります。 

 歳入は、繰入金増額２,５４０万円、県支出金増額２０万円であります。 

 歳出は、予備費増額２,５４０万円、保険給付費増額２０万円であります。 

 次に、議案第４号。議案第４号は、令和７年度木城町介護保険特別会計補正予算（第５号）で

あります。 

 補正予算（第５号）は、保険事業勘定の予算の総額から歳入歳出それぞれ１,５００万

４,０００円を減額し、予算の総額をそれぞれ８億１万４,０００円にするものであります。 

 保険事業勘定の歳入は、支払基金交付金減額４,７７３万８,０００円、国庫支出金増額

２,２１６万２,０００円、県支出金増額６２０万１,０００円、繰入金増額４３７万１,０００円

であります。 

 保険事業勘定の歳出は、予備費減額１,２７５万４,０００円、保険給付費減額１,１００万円、

総務費減額１２９万円、基金積立金増額１,０００万円、諸支出金増額４万円であります。 

 また、サービス事業勘定は、予算の総額から歳入歳出それぞれ３３７万５,０００円を減額し、

予算の総額をそれぞれ１,２４６万５,０００円にするものであります。 

 サービス事業勘定の歳入は、繰入金減額２３７万５,０００円、サービス収入減額１００万円

であります。 

 サービス事業勘定の歳出は、サービス事業費減額３３７万５,０００円であります。 

 議案第５号。議案第５号は、令和７年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）で

あります。 

 補正予算（第４号）は、予算の総額から歳入歳出それぞれ４０８万４,０００円を減額し、予

算の総額をそれぞれ９,５８５万５,０００円にするものであります。 

 歳入は、繰入金減額３９２万３,０００円、後期高齢者医療保険料減額１６万１,０００円であ

ります。 

 歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金減額４０８万３,０００円、予備費減額１,０００円で

あります。 

 次に、議案第６号。議案第６号は、令和７年度木城町簡易水道事業会計補正予算（第４号）で

あります。 

 補正予算（第４号）における収益的収入及び支出の収入は、営業収益減額２００万円、営業外
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収益増額５万２,０００円とし、収入の総額を１億２,９６０万７,０００円、支出は、減価償却

費などの営業費用減額８８９万７,０００円、消費税及び地方消費税などの営業外費用増額

２８０万円とし、支出の総額を１億６,１３２万５,０００円とするものであります。 

 資本的支出につきましては、予備費減額２００万円とし、支出の総額を６,６７９万９,０００円

にするものであります。 

 次に、議案第７号。議案第７号は、令和７年度木城町下水道事業会計補正予算（第４号）であ

ります。 

 補正予算（第４号）における収益的収入及び支出の収入は、営業外収益増額５万円とし、収入

の総額を２億１,６９０万７,０００円、支出は営業費用減額２６０万８,０００円、消費税及び

地方消費税などの営業外費用増額１３８万１,０００円、予備費減額１５８万１,０００円とし、

支出の総額を１億９,２４４万２,０００円とするものであります。 

 資本的収入及び支出の収入は、工事負担金減額１１万円、企業債減額７０万円とし、収入の総

額を１,４０９万円、支出は汚水管渠建設費などの建設改良費減額３１０万円、予備費減額

１４１万７,０００円とし、支出の総額を１億３,１００万４,０００円とするものであります。 

 次に、議案第８号。議案第８号は、木城町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例の制定についてであります。 

 子ども・子育て支援法第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、乳児

等通園支援事業の設備及び運営の基準に関し、給付事業としての事務手続等の必要な事項を定め

るために、新たに条例を制定するものであります。 

 次に、議案第９号。議案第９号は、木城町議会委員会条例等の一部を改正する条例の制定につ

いてであります。 

 令和８年４月１日、役場組織の機構改革により、現在の福祉保健課を福祉共生課と健康保険課

に、環境整備課を建設水道課に変更することに伴い、それぞれの課名が規定されている条文につ

いて改めるものであります。 

 なお、今回改正する条例は、木城町議会委員会条例、木城町育英資金貸付条例、木城町奨学金

貸付基金条例、木城町子ども・子育て会議設置条例及び木城町上下水道事業料金等審議会条例に

なります。 

 次に、議案第１０号。議案第１０号は、木城町職員定数条例の一部を改正する条例の制定につ

いてであります。 

 新型コロナウイルス発生の令和２年以降、町内における出生数の減少が見られ、令和８年度以

降、木城学園の新１年生が３５人以下の１学級となることから、町独自に教職員を任用し、これ

までの２学級体制を継続するため、教育委員会部局を３名増員し、職員定数合計を１１３名にす
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るものであります。 

 次に、議案第１１号。議案第１１号は、木城町こども家庭センターの設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 役場組織の機構改革に伴い、木城町こども家庭センターの設置並びに管理に関しましても、設

置場所を福祉共生課地域包括連携室と、健康保険課保健センターへの２拠点体制とするものであ

ります。 

 次に、議案第１２号。議案第１２号は、木城町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の

制定についてであります。 

 本町の給水装置工事は、木城町長が指定した給水装置工事事業者が行うよう規定しております

が、災害、その他非常の場合においては、他の市町村において指定された給水装置工事事業者が

給水工事を行うことができるよう、本条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第１３号。議案第１３号は、木城町下水道条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。 

 本町の下水道排水設備等工事は、木城町長が指定した工事店が行うよう規定していますが、災

害、その他非常の場合においては、他の市町村において指定された工事店が排水設備の工事を行

うことができるよう、本条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第１４号。議案第１４号は、令和８年度木城町一般会計予算であります。 

 令和８年度予算は、前年度予算５４億５,３００万円に対し、６％減の歳入それぞれ５１億

２,６００万円で予算編成をいたしました。 

 歳入の性質別財源の割合では、自主財源が３１億９,６６９万円で、予算総額の６２.４％を占

め、依存財源は１９億２,９３１万円で３７.６％となっています。 

 自主財源は町税、寄附金、繰入金、使用料及び手数料、分担金及び負担金等が主なものであり

ます。依存財源は、国県支出金、地方交付税、町債、地方消費税交付金、地方譲与税等が主なも

のであります。 

 歳出の性質別割合では、義務的経費３７.９％、一般行政経費５４.５％、投資的経費７.６％

となっています。 

 費目ごとの歳入歳出予算の概要につきましては、別添資料のとおりであります。 

 次に、議案第１５号。議案第１５号は、令和８年度木城町国民健康保険事業特別会計予算であ

ります。 

 令和８年度予算は、歳入歳出それぞれ６億９,５００万円を年間予算として編成し、前年度予

算７億２,０００万円と比較し、３.５％の減となりました。 

 歳入の主なものは、県支出金４億８,７４８万９,０００円、国民健康保険税１億１,４０６万
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１,０００円、繰入金７,４９３万１,０００円等であります。 

 歳出の主なものは、保険給付費４億７,０２１万６,０００円、国民健康保険事業費納付金１億

５,２２８万円、総務費３,３０２万９,０００円等であります。 

 次に、議案第１６号。議案第１６号は、令和８年度木城町介護保険特別会計予算であります。 

 令和８年度予算は、保険事業勘定を歳入歳出それぞれ７億４,５００万円として編成し、前年

度予算７億５,４００万円に比較し、１.２％の減となりました。 

 サービス事業勘定は、歳入歳出それぞれ１,９００万円として編成し、前年度予算１,５００万

円に比較し、２６.７％の増となりました。 

 保険事業勘定の歳入の主なものは、支払基金交付金２億１５２万円、国庫支出金１億７,５９０万

９,０００円、繰入金１億４,２４２万円、保険料１億３,０８９万２,０００円等であります。 

 歳出の主なものは、保険給付費６億４,１３２万９,０００円、地域支援事業費４,９７５万

１,０００円、総務費４,４４８万３,０００円等であります。 

 サービス事業勘定の歳入の主なものは、繰入金１,４４７万８,０００円、サービス収入

４５０万７,０００円等であります。 

 歳出の主なものは、サービス事業費１,３５７万８,０００円、総務管理費４５１万円等であり

ます。 

 次に、議案第１７号。議案第１７号は、令和８年度木城町後期高齢者医療特別会計予算であり

ます。 

 令和８年度予算は、歳入歳出それぞれ９,９００万円を年間予算として編成し、前年度予算

９,５００万円に比較し、４.２％の増となりました。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料６,３３２万６,０００円、繰入金３,５０５万

２,０００円等であります。 

 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金９,３２０万５,０００円、総務費５１７万

５,０００円等であります。 

 次に、議案第１８号。議案第１８号は、令和８年度木城町簡易水道事業会計予算であります。 

 令和８年度予算における収益的収入及び支出の収入は、料金収入及び一般会計繰入金など１億

４,０９３万７,０００円、支出は浄水費及び水道施設修繕など１億４,８４３万３,０００円であ

ります。 

 資本的収入及び支出の収入は、企業債及び他会計補助金６,２７７万５,０００円、支出は、高

城橋配水管布設替え及び企業債償還など１億８４１万１,０００円であります。 

 次に、議案第１９号。議案第１９号は、令和８年度木城町下水道事業会計予算であります。 

 令和８年度予算における収益的収入及び支出の収入は、料金収入及び一般会計繰入金など２億
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１,９０９万９,０００円、支出は、汚水処理施設維持管理及び企業債利子など１億８,６５７万

円であります。 

 資本的収入及び支出の収入は、国庫補助金及び企業債など３,８６０万円、支出は浄化セン

ター塩素消毒設備更新工事及び企業債償還など１億５,９７４万５,０００円であります。 

 次に、議案第２０号。議案第２０号は、副町長の選任についてであります。 

 令和８年３月３１日で任期満了となります副町長に萩原一也氏を任命したいので、地方自治法

第１６２条の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 最後に、諮問第１号。諮問第１号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。 

 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、これが侵犯された

場合は、その救済のため速やかに適切な処置を取るとともに、常に自由人権思想の普及、高揚に

努めることを使命といたしております。 

 現委員の金永俊一氏が令和８年６月３０日をもって任期満了となりますので、その後任として

河野光男氏を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるも

のであります。 

 なお、委員の任期は３年間となっております。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご賛同賜りまして、可決、

同意、適任をしていただきますようお願い申し上げます。 

○議長（眞鍋  博）  町長の提案理由説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．予算審査特別委員会の設置及び委員の選任 

○議長（眞鍋  博）  日程第２６、予算審査特別委員会の設置及び委員の選任を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。議案第１４号令和８年度木城町一般会計予算から、議案第１９号令和８年

度木城町下水道事業会計予算は、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付

託して審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  ご異議なしと認めます。よって、議案第１４号から議案第１９号は、９人

の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしまし

た。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第６条第４項の規定によって、議長が会議に諮って指名することになっております。 

 委員には、矢野哲也議員、荒川浩議員、久保富士子議員、桑原勝広議員、中武良雄議員、後藤
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和実議員、甲斐政治議員、中竹義一議員、そして眞鍋博を指名したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  ご異議なしと認めます。よって、予算審査特別委員会の委員は、先ほど会

議に諮って指名しました９名を選任することに決定いたしました。 

 ここで、委員会条例第７条の規定により予算審査特別委員会を開催し、委員長、副委員長を互

選していただきますので、暫時休憩といたします。 

午前10時21分休憩 

 

午前10時21分再開 

○議長（眞鍋  博）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 予算審査特別委員会の委員長、副委員長が互選されましたので、その結果を報告いたします。 

 予算審査特別委員会委員長に矢野哲也議員、副委員長に桑原勝広議員が互選されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．委員会付託の省略 

○議長（眞鍋  博）  日程第２７、委員会付託の省略を議題といたします。 

 お諮りいたします。議案第１号から議案第７号、議案第２０号及び諮問第１号の議案について

は、会議規則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  ご異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第７号、議案第

２０号及び諮問第１号の議案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案に対する質疑 

○議長（眞鍋  博）  日程第２８、議案に対する質疑を行います。 

 これより、提案されました議案第１号から議案第２０号及び諮問第１号の議案の１議案ごとの

質疑を行います。 

 まず、議案第１号から議案第７号、議案第２０号及び諮問第１号の議案については、委員会の

付託を省略することに決定いたしましたので、議案第１号から議案第７号の議案は日程を繰り上

げ、質疑、討論、採決までとし、採決は起立によることといたします。 

 また、議案第２０号及び諮問第１号の議案については、質疑を行い、討論、採決は最終日に行

うことといたします。 
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 次に、議案第８号から議案第１９号に至る議案については総括質疑といたします。 

 まず、議案第１号専決処分の承認を求めるについて（令和７年度木城町一般会計補正予算 第

９号）を議題といたします。 

 これより質疑を行います。議案第１号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 これより、議案第１号に対する討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は原案のとおり決定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号令和７年度木城町一般会計補正予算（第１０号）を議題といたします。 

 これより質疑を行います。議案第２号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 これより、議案第２号に対する討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は原案のとおり決定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号令和７年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）を議題とい

たします。 

 これより質疑を行います。議案第３号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 これより、議案第３号に対する討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は原案のとおり決定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号令和７年度木城町介護保険特別会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

 これより質疑を行います。議案第４号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 これより、議案第４号に対する討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は原案のとおり決定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号令和７年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）を議題といた

します。 

 これより質疑を行います。議案第５号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 これより、議案第５号に対する討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は原案のとおり決定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 次に、議案第６号令和７年度木城町簡易水道事業会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 これより質疑を行います。議案第６号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 これより、議案第６号に対する討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は原案のとおり決定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号令和７年度木城町下水道事業会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 これより質疑を行います。議案第７号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 これより、議案第７号に対する討論を行います。本案に対する反対の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  討論がありませんので、採決に入ります。本案は原案のとおり決定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（眞鍋  博）  賛成全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２０号副町長の選任についてを議題といたします。議案第２０号は人事案件とな

っております。ここで本案に関係する副町長、萩原一也君の退場を求めます。 

〔副町長 萩原 一也君 退場〕 

○議長（眞鍋  博）  これより質疑を行います。議案第２０号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。ここで副町長、萩原一也君の着席を求めます。 

〔副町長 萩原 一也君 着席〕 

○議長（眞鍋  博）  次に、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 
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 これより質疑を行います。諮問第１号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 続いて、議案第８号から議案第１９号に至る議案に対する総括質疑を行います。 

 まず、議案第８号木城町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 議案第８号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第９号木城町議会委員会条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といた

します。 

 議案第９号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１０号木城町職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたし

ます。 

 議案第１０号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１１号木城町こども家庭センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

 議案第１１号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１２号木城町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

といたします。 

 議案第１２号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１３号木城町下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたしま

す。 

 議案第１３号に対する総括質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１４号令和８年度木城町一般会計予算を議題といたします。 

 議案第１４号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１５号令和８年度木城町国民健康保険事業特別会計予算を議題といたします。 

 議案第１５号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１６号令和８年度木城町介護保険特別会計予算を議題といたします。 

 議案第１６号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１７号令和８年度木城町後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 

 議案第１７号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１８号令和８年度木城町簡易水道事業会計予算を議題といたします。 

 議案第１８号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１９号令和８年度木城町下水道事業会計予算を議題といたします。 

 議案第１９号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  質疑なしと認めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．各常任委員会・特別委員会議案審査付託 

○議長（眞鍋  博）  日程第２９、各常任委員会・特別委員会議案審査付託を議題といたします。 

 お諮りいたします。第１回木城町議会定例会に付議されました議案の審査については、お手元

に各常任委員会及び特別委員会付託議案審査日程表が配付してあります。 

 このとおり、各々の案件を各常任委員会及び特別委員会に審査付託し、本会期中にその審査結
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果を求めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（眞鍋  博）  ご異議なしと認めます。よって、議案第８号から議案第１９号に至る議案

については、各常任委員会及び特別委員会に審査付託することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３０．散会 

○議長（眞鍋  博）  日程第３０、散会。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 明日７日から８日までは休会。９日月曜日は本会議、午前９時開議で一般質問となっておりま

す。 

 本日は、これで散会といたします。 

 議員の皆様は、控室のほうにお願いいたします。 

○事務局長（黒木 宏樹君）  皆様、ご起立ください。一同、礼。お疲れさまでした。 

午前10時35分散会 
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